
 

      医 第 1291 号  

令和元年５月 23日  

 

  各関係団体会長 殿    

 

 神奈川県健康医療局保健医療部医療課長  

                      （公  印  省  略） 

 

 

トランプ大統領来日に伴う警備協力について（重要インフラ事業者のサイバー

セキュリティ対策）（依頼） 

 

 

 本県の保健医療行政の推進につきましては、日頃から、ご理解、ご協力をいた

だき、厚く御礼申し上げます。 

標記のことについて、厚生労働省医政局研究開発振興課から、別添のとおり令和元

年５月 17日付警察庁丙備一発第 12号により、警察庁警備局長から「トランプ・アメ

リカ合衆国大統領来日に伴う警備協力について（要請）」のとおり警備協力の要請があ

り、要請文中、個別要請事項「10 重要インフラ事業者等に対する自主警備体制及び

サイバーセキュリティ対策の強化の指導」について、平成 30年 10月 29日付医政総発

1029第１号他厚生労働省医政局総務課長他通知「医療機関におけるサイバーセキュリ

ティ対策の強化について」とともに、医療機関に周知されたいとして連絡がありまし

た。 

つきましては、貴会会員に対して、次の内容を周知いただきますようお願いします。 

 

（周知内容） 

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 5 版」のうち、特にトラン

プ大統領来日の 5月 25～28日については、次のことについてご留意願います。 

・サイバー攻撃が疑われる障害や、サイバー攻撃の被害を確認した際には、厚生労

働省医政局研究開発振興課医療情報技術推進室（03-3595-2430）まで必ずご連絡願い

ます。 

 



 

【参考】 

・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 5版 

 医療情報システムのセキュリティ基準や e 文書法への対応方法を記載したガイド

ラインです。 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166275.html 

 

・医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化について（平成 30 年 10 月

29日） 

 昨年 10月に、インシデント発生時の国等への報告に関することや、インシデント

発生時には医療機関に対して医療法第 25 条及び第 26 条並びに医療法施行規則第

42条に基づく立入検査等を実施することが可能であることを通知しております。 

 

 

 

問合せ先 

法人指導グループ 佐々木 

電  話  (045)210-1111 内線 4869 

 

 

 

 

周知済み関係団体等 

公益社団法人神奈川県医師会 

一般社団法人神奈川県歯科医師会 

公益社団法人神奈川県病院協会  

一般社団法人神奈川県精神科病院協会 

        

 


